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主な記事

○令和3年度（10～3月）産業保健研修会・セミナーのご案内

○第61回「正しい運転・明るい輸送運動」実施計画

○第51回物流セミナーの開催について（ご案内）
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令和２年４月に国土交通省から告示された「標準的な運賃」については、トラック運送事業
者の荷主に対する交渉力が弱い事や、令和６年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設
定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送事業が、その機能を維持
するために、参考となる運賃を国が示すことが効果的であるとの趣旨により、設けられたもの
です。
兵庫県における届出率は極めて低調な状況にありますので、会員の皆様におかれては、速や

かに「運賃及び料金の設定変更届出」を行っていただきますよう、お願いいたします。

兵庫県トラック協会としましては、会員事業者に本制度を広く普及させるため、本年５月「標
準的な運賃」に係る解説資料を兵ト協ニュースとともに送付しておりますので、本運賃の考え
方やその適用方法などについて、是非ご参考ください。また、届出書の様式、参考例は兵庫県
トラック協会ホームページからご確認ください。

なお、本制度は、令和５年度末までの時限措置とされており、将来的に国に対し制度の延長
を要望する場合にこの届出の提出数が低い状況であれば、延長の必要性が疑問視され、延長が
困難になることも予想されます。

〈兵ト協会員届出状況〉 （令和３年８月末日現在〉

該当会員数 届出件数 届出割合

1615社 107社 6.6％

※届出割合は全国最下位

※分析の結果、自社の基準運賃料金が「標準的な運賃」に相当する場合、「標準的な運賃」をその

まま使用して届け出ることもできます。

※届出は、主たる事務所の所在地である管轄地方運輸支局（兵庫陸運部）等へ届け出てください。

管轄が兵庫県である会員事業者の皆様は兵庫県トラック協会へ届出書一式（４部）ご提出くだ

さい。

※届出に際しての疑問点等につきましては、当協会職員がアドバイス致しますのでご相談くださ

い。

【問い合わせ先】一般社団法人兵庫県トラック協会
適正化事業部・業務部　TEL：０７８－８８２－５５５６

「標準的な運賃」を活用するための
運賃・料金の変更届出はお済みですか！

～まずは届出を～
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聴聞の通知について

近  畿  運  輸  局  
下記に記載した事業者の経営する一般貨物自動車運送事業に関する行政処分（許可の取り消

し）について、下記の期日及び場所において聴聞を実施しますので、行政手続法第15条第３項
の規定により通知します。

なお、同法第15条第１項各号に掲げる事項を記載した聴聞通知書は下記の交付場所で執務時
間中いつでも交付しますので申し出て下さい。

１　事業者名及び聴聞の期日等
事業者名 代表者名 事業者住所 聴聞日時 起案番号

有限会社　丸波運輸 取締役 波戸　則人 兵庫県三原郡西淡町津井字小長谷 2277-1 令和３年11月８日（月）
16時30分 225

北谷物流施工　株式会社 代表取締役 北谷　一雄 兵庫県三原郡緑町倭文長田字三ツ木又
737

令和３年11月９日（火）
９時30分 226

協立運輸　有限会社 取締役 山端　義博 兵庫県明石市大久保町山手台 1-117 令和３年11月９日（火）
10時30分 227

有限会社　九州産業 取締役 中村　清美 兵庫県神戸市西区中野 1丁目3番地の15 令和３年11月９日（火）
11時30分 228

尼崎貨物運送　株式会社 代表取締役 堀　　利勝 兵庫県尼崎市久々知 1-5-15 令和３年11月９日（火）
13時30分 229

株式会社　真和運送 代表取締役 東野　和保 兵庫県丹波市柏原町拳田192-2 令和３年11月９日（火）
14時30分 230

株式会社　乾商事 代表取締役 嶺山　博也 兵庫県三木市志染町青山 5丁目18-10 令和３年11月９日（火）
15時30分 231

有限会社　神戸トランスポート 取締役 坂本　雅圀 兵庫県神戸市中央区港島 9丁目11番地1 令和３年11月９日（火）
16時30分 232

２　聴聞の場所
大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 76 号　大阪合同庁舎第 4 号館 13 階
近畿運輸局自動車監査指導部　第 1 会議室

３　聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 
大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 76 号　大阪合同庁舎第 4 号 館1 3階
近畿運輸局自動車監査指導部監査担当（06-6949-6448）

４　聴聞通知書の交付場所
大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 76 号　大阪合同庁舎第 4 号館 13 階
近畿運輸局自動車監査指導部貨物担当（06-6949-6448）

国土交通省
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産業保健総合支援センターからのお知らせ
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第61回「正しい運転・明るい輸送運動」実施計画

１．目　　的

この運動は、交通・労働災害事故の防止、環境保全及び輸送秩序の確立により、円滑な輸
送の達成を図り、年末年始の輸送繁忙期における安全、安心な輸送サービスを提供すること
を目的とする。

２．運動期間

令和３年11月16日（火）から令和４年１月10日（月）まで

３．主　　催

全日本トラック協会（以下「全卜協」という。）並びに各都道府県トラック協会

４．後　　援

国土交通省、警察庁

５．実施事項

経営トップ、管理者及び従業員が一体となって、下記の項目を中心とした取り組みを行う
ものとする。

⑴　飲酒運転の根絶

経営者は、第 117 回交通対策委員会（令和３年９月６日開催）の決議を踏まえ、以下に
掲げる取り組みを通じ、トラック運送業界から飲酒運転を根絶させる。

①各事業所においては、乗務前後の対面点呼時はもとより、対面でなく電話その他の方
法で行う点呼の場合においても、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が
確実に行える点呼実施体制が確立できているか再確認し、必要に応じた見直しを行う。

②各事業所においては、交通安全運動等の機会をとらえ、事業用トラックが関係した飲
酒運転事故事例を周知するなどして、運転者に対する飲酒運転根絶意識の徹底を図る。

全 ト 協
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⑵　追突事故及び交差点における事故防止の徹底

運行管理者は、全ト協制作の『トラック追突事故防止マニュアル～追突事故撲滅キット
～』及び『トラック交差点事故防止マニュアル～交差点事故撲滅キット～』※  を活用した
運転者への指導・教育を実施し、追突事故及び交差点における事故防止の徹底に努める。

※全ト協ホームページ URL
トラック追突事故防止マニュアル～追突事故撲滅キット～
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/tsuitotsu_boushi/tsuitotsu_jikoboushi2016.
html
トラック交差点事故防止マニュアル～交差点事故撲滅キット～
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/kousaten-jikobousi.html

⑶　過労運転防止の徹底

運行管理者は、繁忙期においても無理な運行計画とならないよう、運行経路、運行時間、
休憩地点等を含む適切な運行指示書の作成や運行計画及び乗務割の作成を行い、点呼時に
おける運転者の疲労、睡眠不足の状況等、健康状態の確認を徹底し、過労運転防止に努める。

⑷　確実な点呼の実施

経営者は、従業員の健康管理を徹底させ、また、運行管理者は点呼を確実に実施し、運
転者の健康状態、疲労の度合い、異常な感情の高ぶり、睡眠不足等について確認し、少し
でも異常があると認められた場合は乗務させないようにする。

また、点呼の際、運行管理者等はアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を確
実に行う。

⑸　携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底

道路交通法の一部改正により罰則強化が行われた運転中のスマートフォン等の画像を注
視する行為や、携帯電話を用いて通話する行為は極めて危険な行為であることから、乗務
中の携帯電話による通話やスマートフォンの操作の禁止について徹底を図る。 

⑹　健康診断の受診の徹底

経営者は、健康起因による事故防止を図るため、従業員に健康診断を確実に受診させ、
運転に支障を及ぼす影響のある異常があると認められた場合は、改善されるまで乗務させ
ないようにする。

⑺　荷役作業時の安全確保の徹底

経営者及び管理者は、荷主等との運送契約時において、荷役作業の有無、運搬物の重量、
荷役作業方法等について適切な取り決めを行うよう努める。また、取り決めた荷役作業の
内容を「安全作業連絡書」等にまとめ、作業者に周知するとともに、墜落等の危険を伴う
作業においては必ず保護帽を着用させるなどの必要な安全対策を指示し、労働災害事故の
防止を図る。

（参考 : 厚生労働省「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」）
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⑻　高速道路における事故防止の徹底

高速道路における事故の多くは、高速道路に入った後１時間以内に比較的多く発生して
いることを踏まえ、運行管理者は、高速道路に入った後に可能な限り早い段階で運転者に
休憩をとらせるなど、高速道路における事故防止の徹底に努める。

⑼　車両の安全性確保の徹底

経営者及び整備管理者は、「自動車点検整備推進運動」及び「不正改造車を排除する運動」
の趣旨を踏まえ、車両の日常点検及び定期点検の確実な実施に努めるとともに、不正改造
の防止を徹底する。

⑽　降積雪期における輸送の安全確保の徹底

気象情報や道路における降雪状況等を適時適切に把握するとともに、積雪・凍結等の気
象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹
底させる。 

また、冬期においては大型車の車輪脱落事故が多発傾向にあることから、国土交通省が
策定する大型車の車輪脱落事故防止にかかる「緊急対策」のトラック業界が取り組む実施
事項と併せ、全ト協で作成する車輪脱落事故防止の啓発資料活用により、実効性のある再
発防止対策を推進する。

⑾　正しい積付け・固縛方法の徹底

荷量が増加する年末の繁忙期において、偏荷重が生じない積付けや、荷にロープまたは
シートをかける等の固縛を正しく行い、安全な輸送の確保を徹底させる。

⑿　エコドライブ及びアイドリング・ストップの徹底

地球温暖化の発生源である化石燃料の使用量を削減し、CO2 及び排出ガスの低減を図る
ことは、業界に課せられた命題であることから、エコドライブ及びアイドリング・ストッ
プを徹底させる。

⒀　運輸安全マネジメントの徹底

輸送の安全確保が最も重要であるという意識を経営トップから現場の運転者まで浸透さ
せるため、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めるよう安全意識
の高揚を図る。

⒁　安全意識の高揚

経営者は、社会的責務を自覚し、「安全を最優先する」という経営理念と、「絶対に事故
を起こさせない」という信念を持って、各事業所の事故防止対策の徹底を図る。

運転者は、常に適正な速度、車間距離を保つなど、安全走行を徹底する。また、交通法
令の遵守はもちろんのこと、プロドライバーとしての使命と自覚を持って、一般ドライバー
の模範となるよう、常に「やさしさ」と「思いやりのある運転」を心掛ける。
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⒂　輸送品質・サービスの向上

運転者は、荷扱いに一層の注意を払い、毀損等の貨物事故の未然防止を図る。また、常
に笑顔と誠意をもって顧客等に接するとともに、言葉遣いや態度を明快にし、親切、丁寧
に対応するよう輸送サービスの向上に努める。

６．実施要領

前項の「実施事項」を確実かつ効果的に実行するため、次の要領により実施する。なお、
国土交通省が年末年始に行う安全総点検への協力を行うものとする。

○　事業所
①自社広報紙等の利用、あるいは配布された、または自社作成のポスター、垂れ幕、立看板、

腕章、リボン等により、従業員に対し本運動の実施事項を徹底し、一層の事故防止と輸
送品質の向上を図る。 

②安全対策を検討する際は、全ト協が制作した各種マニュアル等の啓発物を積極的に活用
する。
＜全ト協ホームページ＞ 

URL　http://www.jta.or.jp/member/pf_kotsuanzen/kotsuanzen_ichiran.html 

③従業員に対し必要な教育、現場指導を行い、また、トラック協会が行う研修会、講習会
等に必要な従業員を積極的に参加させる。 

④安全会議を開催する等、本運動及び関係行政機関の発出する安全に関する通知等の徹底
を図る。

以　上
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事務局からのお知らせ

第51回物流セミナーの開催について（ご案内）

拝啓　仲秋の候、貴社におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会の運営に格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本年度も適正化事業啓発活動の一環として、荷主の皆様や一般の方々にトラック運送

業界の現状や課題などについて理解を深めていただくことを目的に、標記セミナーを下記のと
おり全日本トラック協会と共催で開催することと致しましたのでご案内させていただきます。

ご多忙のことと存じますが、お繰り合わせのうえご出席いただきますようお願い申し上げま
す。

敬具

記

１　日　時　　　　　令和３年11月２日（火）　14：30～17：00 （受付　13：30～）
２　場　所　　　　　ANAクラウンプラザホテル神戸　10F 「ザ・ボールルーム」
　　　　　　　　　　神戸市中央区北野町１丁目　TEL 078-291-1121
３　定　員　　　　　120名
４　テーマ＆講師　　第一部　テーマは未定（20分）
　　　　　　　　　　　　　　近畿運輸局

　　　　　　　　　　第二部　「運送業界の現状と課題」（90分）
　　　　　　　　　　　　　　講　師：物流ジャーナリスト・日本物流学会会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　富士夫　氏

なお、当セミナーの詳細及び荷主企業様へは10月初旬に案内しておりますので、各位には所
属支部宛に申し出ていただきますようお願い申し上げます。

また、ＨＰにも掲載いたしますので是非ご覧ください。
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「トラックの日」サンテレビ特別PR番組の放送について(お知らせ)

トラック運送事業が我が国物流の基幹産業として、社会と共生しつつ健全な発展を遂げてい
くためには、広く国民一般の理解と関心を深め、その社会的地位をより一層向上させていくこ
とが必要であるとの観点から、 10月９日を「トラックの日」と制定し、この日を中心に、全国
のトラック協会において多彩な広報活動、イベント等を実施し、トラック輸送の役割、重要性
をＰＲしています。 
（一社）兵庫県トラック協会では、例年、上記活動の一環として「トラックの日イベント」を

開催しておりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のためイベントの開催を中止し、
代替企画としてサンテレビによる特別ＰＲ番組を下記のとおり放送することと致しましたので
是非ご視聴ください。

記

○ 放送テレビ局：サンテレビ

○ 放 送 日 時： 10月８日（金）　20時00分～20時30分（30分番組）

〇 番組タイトル：『キヨピーが迫るトラックの日ＳＰ－知られざるトラック輸送の世界－』

○ 司 会 者：谷口　キヨコ 氏

○ そ の 他： 放送した映像をサンテレビ公式YouTubeで放送後約６ヶ月間アップ。 

（兵庫県トラック協会ホームページからもリンクし視聴可能）

以　上
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交通安全祈願祭並びに交通事故犠牲者慰霊祭を挙行しました

9月21日（火）、神戸市中央区の生田神社において第21回兵庫県トラック協会交通安全祈願祭
並びに交通事故犠牲者慰霊祭を厳かに執り行いました。

昨年と同様、新型コロナウイルス感染予防のため参加人数を縮小しました。
本殿において正・副会長をはじめ各支部長、相談役他、27名が出席し、交通安全祈願祭を行い

ました。原岡会長が協会を代表して玉串を奉奠、出席者全員が二礼二拍手一礼し交通安全を祈願
しました。

続いて神社会館で交通事故犠牲者慰霊祭を行い、原岡会長が祭文を奏上し、「輸送の安全の確
保と環境対策は最重要課題であり、私どもトラック運送事業に携わる全ての者が交通事故撲滅に
取り組んでおり、交通事故防止に向け最大限の努力を傾注する」ことを諸霊に誓い、原岡会長、
各副会長、各支部長、相談役他、出席者全員が玉串を奉奠し、交通事故の犠牲になられた諸霊の
安らかなご冥福を祈念し斎了いたしました。
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開 催 日 時 ： 令和 ３年１１月１７日 水曜日）１３：３０ ～ １６：４０

■本セミナー受講のインセンティブ
• 地⽅運輸局は、経営管理部⾨の要員が認定セミナーを受講し、かつ、受講内容を活⽤して

いることが確認された事業者については、⻑期未監査を理由とする監査の対象としないことが
できるものとする。 年 ⽉ ⽇付け 国⼟交通省⼤⾂官房、⾃動⾞局通達
この監査インセンティブの適⽤を希望される場合は、単にセミナーを受講するだけではなく、各事
業者様において認定セミナーの内容を活⽤いただき、その後、国に所定の調査票を提出してい
ただく必要があります。調査票については、セミナーの当⽇にご説明いたします。

•  貸切バス事業者の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」、貨物⾃動⾞運送事業
者の「貨物⾃働⾞運送事業安全性評価事業」における加点要素があります。（詳細は各協会へ）

経営者様•管理者様へ

※本セミナーは国⼟交通省より運輸事業者の安全管理体制の構築・強化に有効と「認定」
されているセミナー（通称︓認定セミナー）です。
本セミナーは主に中⼩規模事業者様向けのセミナーとなっています。

☆  開 催 場 所：神戸商工貿易センタービル 階 第１会議室（次頁地図参照）

神戸市中央区浜辺通５丁目 番１４号

☆ 実 施 者 ： 公益財団法人関西交通経済研究センター

（運輸安全マネジメント支援センター）

☆開  催  区  分 ： ガイドライン 

☆受 講 料 ： 円（ 資料代を含みます）

☆募 集 人 員 ： 定員は ３５名 です。 定員に達した場合は締め切らせて戴きます。

お申し込み締切日は、 令和 ３年１１月１１日（木曜日）です。 

☆受 講 済 証 ： 有り 但し、遅刻・早退者には受講済証の交付はできません。

☆ 国のルールに則り、セミナー実施者である（公財）関西交通経済研究センターは、経営管理部門の要員が 

セミナーを受講された場合は「事業者名、受講者の氏名、受講した認定セミナー」を国に通知します。 

なお国への通知を希望されない場合は、申込書の経営管理部門の要員に「該当しない」にチェックを入れ

て下さい。 

★新型コロナウイルスの今後の状況によりセミナーを中止させて戴くことがございますのであら

かじめご了承下さい。 

本セミナーに関する開催状況については「当センターホームページ」 をご覧下さい。 

◆主催： 公益財団法人 関西交通経済研究センター 

（運輸安全マネジメント支援センター） 
〒 大阪市西区西本町 丁目 番 号ウエストスクエアビル９

電話

国土交通省認定

「運輸安全マネジメントセミナー【ガイドライン】」のご案内
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※ 受講番号
（ 主催者記入欄） 

日日  時時：：令令和和  ３３年年  １１  １１月月１１  ７７  日日（（水水曜曜日日））  

１１  ３３：：３３００  ～～  １１６６：：４４００  

【【  受受付付  開開始始  １１３３::００００～～】】  
会会  場場  ：：神神戸戸商商工工貿貿易易セセンンタターービビルル  ２２６６  階階  

第第１１会会議議室室
神神戸戸市市中中央央区区浜浜辺辺通通５５丁丁目目 番番１１４４号号

注注））会会場場へへはは ２２５５階階行行ききののエエレレベベーータターー

乗乗車車のの上上、、階階段段をを利利用用願願いいまますす。。

【お問合せ・お申込み先】

公益財団法人 関西交通経済研究センター

運輸安全マネジメント支援センター神戸商工貿易センタービル26階 

国土交通省認定

「運輸安全マネジメントセミナー（ ガイドライン）」
参 加 申 込 書 兼 受 講 票

① 下記参加申込書の太枠内に必要事項を漏れなくご記入のうえ、公益財団法人 関西交通経済研究

センターあてFAX又はメールでお申し込み下さい。 受付後、「受講票」をＦＡＸにてお送りします。 

② 当日は、参加申し込み確認のため本紙「「参参加加申申込込書書  兼兼  受受講講票票」」を

受付にご提出下さい。

③ 受受講講料料44,,000000円円  は、受講当日の受付時に現金でお支払い下さい。

おお申申込込みみ番番号号  

FAX : ０６－６５４３－６２９５ 
E-mail：：a-tsd@kankouken.org

★★新新型型ココロロナナウウイイルルススのの
今今後後のの状状況況にによよりりセセミミナナーー
をを中中止止ささせせてて戴戴くくここととががごご
ざざいいまますすののでで  ああららかかじじめめ
ごご了了承承下下ささいい。。

貴社の事業の種類 ： 口 バ ス 口 ハイヤー・タククシー 口 トラック 

（ふりがな） 

御社名 

ＴＥＬ （ ） － 

ＦＡＸ （ ） － 

E-mail ：

ご住所 （〒 － ） 

（ふりがな） 

お名前 
お役職 

経営管理部門の要員に、 （ 口 該当する ・ 口 該当しない ）

※１ 認定セミナーの監査インセンティブは、「経営管理部門の要員」が受講した場合のみ 適用されます。

※２ 経営管理部門の要員とは、「現業実施部門（輸送の安全に係る運行、整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門） を

管理する責任・権限を持つ部門の要員」を意味し、具体的には、経営トップ、安全統括管理者、安全担当役員、安全 担当

の管理者などが該当します。 

【 個人情報の取扱について 】 参加申込書にご記入頂きました個人情報は厳正に管理し、本セミナーに関する確認・連絡の通知の際に使用させて

頂きます。 他の目的での利用や第三者へ提供することは一切ございません。 
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労働安全衛生法に係る技能講習のご案内� 〈兵庫労働局登録教習機関［兵労基安登録第14号］〉

 はい作業主任者技能講習会のお知らせ
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　兵庫県支部

「はい」とは、荷の保管、仮置、検数、薫蒸などを行うために倉庫、上屋または土場に積み重ね
られた荷（小麦、大豆、鉱石等のばら物を除く）の集団をいいます。

高さが２メートル以上の「はい」作業（荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く）を
行っている事業場では労働安全衛生法第14条によるはい作業主任者の資格を取得させ、そのう
ちから「はい作業主任者」を選任して作業をしなければなりません。
１．講習日時・会場　注：当日は８時45分より受け付けします。

講習日時
１日目 2021年11月11日（木） ９時～17時（座学講習）

２日目 2021年11月12日（金） ９時～17時 （座学講習、修了試験）

講習会場
兵庫県トラック総合会館　３階会議室

　神戸市灘区大石東町２丁目４－27
※受講者の為の駐車場はありません。

２．受�講�料

受  講  料 テキスト代 合　　計

兵ト協会員 7,700円
（内消費税10％　700円）

無　料
（陸災防兵庫県支部負担）

7,700円
（内消費税10％　700円）

非　会　員 7,700円
（内消費税10％　700円）

1,650円
（内消費税10％　150円）

9,350円
（内消費税10％　850円）

３．受講資格

「はい」付け又は「はい」くずしの作業に３年以上従事した経験を有する方。

※　受講申込書に実務経験証明書が付随しています。証明者の職氏名（事業場の代表又
は責任者の方）の記入及び、押印（丸印）が必要です。（角印は認められません。）

４．申込要領

（１） 陸運労災防止協会兵庫県支部事務局へ定員枠の空き状況を電話で確認し、必ず予
約受付を行ってから次の①～④を現金書留で次の申込先に郵送して下さい。
予約受付�及び申込書受付期間

２０２１年１０月１日（金）～２０２１年１１月５日（金）必着

ただし、期間にかかわらず定員に達し次第締め切ります。
（定員に空きがあれば、前日まで受付可能ですので、お問合せ下さい。）

①　受講申込書（Ａ４サイズにコピーまたは、切り取ってご使用して下さい）
②　証明写真２枚（サイズ縦3.6～4㎝、横2.4～3㎝）
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※　合格された場合の修了証に使用します。スキャナーで画像処理しプラス
ティックカードにカラー印字いたしますので、スナップ写真、カラーコピー

等画像の不鮮明なものは使用できません。

証明写真２枚の内うち１枚は、①の受講申込書に貼り付けて下さい。
※　写真の裏に氏名を記入して下さい。

③　運転免許証の写し（住所変更している場合は、裏面必要）
④　受講料

納入された受講料等は、受講票を発行した以後は、一切返金いたしません。
受講票は、申込後約１週間程度で所属事業場宛てに郵送いたします。
（申込先）

〒657－0043　神戸市灘区大石東町２丁目4－27 兵庫県トラック協会内
陸運労災防止協会兵庫県支部

電 話（078）８８２－５５５６
※　持参される場合の受付時間は、10時～17時 （12時～13時は除く）。

５．持　参　品

受講票・筆記具（えんぴつ・消しゴム・ボールペン）
６．修　了　証

法定の講習時間を受講し、修了試験に合格した方には、後日、修了証を郵送いたしま
す。
２日のうち１日でも欠席の場合は不合格となります。

７．留意事項

修了試験において不合格となり基準点以上であった場合、追試験を１回のみ受験する
ことができます。

追試験を希望される場合は、受験料2,200円（税込）が必要となりますのでご留意下さ
い。
受講者の為の駐車場はありませんので、公共交通機関の利用をお願いします。

至灘 ＪＲ西日本
ＪＲ六甲道駅

至住吉

至神戸 国道２号線

国道43号線

至大阪

至大石 至石屋川

至神戸 至大阪

メイン六甲ロータリー

ウェルブ六甲道2番街

銀行

歩道橋
銀行

関西
スーパー

六甲道
南公園神戸市環境局

灘事業所

兵庫県
トラック
総合会館

※利用交通機関
　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分

大石東第２住宅
シルバーハイツ
大　石　東

灘
区役所

グランド六甲
（ボウリング）

ベルコ
シティ
ホール

たばこ 公園

公園

阪神電鉄

烏帽子中学校

マンション

スーパーマルナカ

阪神新在家駅

ダイハツ

灘
郵
便
局

スーパートーホー

はい作業主任者技能講習会場
兵庫県トラック総合会館

神戸市灘区大石東町２丁目４番２７号
ＴＥＬ（ ０７８ ）８８２－５５５６



様式 4                           受付番号       

                             

受講申込書 

はい作業主任者技能講習会 
修了証台帳 

 写真貼付し  

 て下さい。

 縦 3.5ｃｍ  

 横 2.5 ｃｍ  

   ふ  り  が  な    性別

 修了証

 番 号

 ※ 

   氏   名  
   男  

  ・  

  女  

   生  年  月  日        年  月  日生    交付年月日   ※ 

   現 住 所  

   (修了証に載ります ) 

 〒  

 

 

電話（携帯電話）  

 

 勤務先  

  所在地  
 〒  

 

電話            ＦＡＸ  

  名 称  
 

                       

本人確認 ※   

 

証    明    書  

 

 

                                               受講者氏名             

 

   上記の者は、はい付け又ははいくずしの作業に    年  月から   年  月まで

３年以上従事した経験を有する者であることを証明します。  

 

      年  月  日  

 

                                               事業者名                            

 

                                               事  業  者                          

 書替・再交付年月日   ※  年  月  日 
 
 

本人確認書類 ※
 

 (注 ) ※以外は申込者において全部記載すること。  

ご記入いただいた個人情報は、当講習会の実施及び修了証交付の為のみに使用します。  



19

燃 料 価 格 情 報

19

“軽油は兵庫県下で買いましょう”

軽油価格年間推移表（兵ト協調べ） （単位：円／㍑）

区分
元売名

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

J X T G 104.81 106.75 111.48 112.01
出 光 100.20 106.78 109.68 120.00
コ ス モ 101.05 104.60 108.50
三 井 97.20
そ の 他 101.72 103.63 108.30 121.30
総 計 101.87 105.01 110.46 119.18
3
／
7

全国平均 103.38
調査なし

111.99 112.06
近畿平均 103.25 112.77 113.80

（ 消 費 税 抜 き ）

区分
集計月

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

令和２年９月 81.28 84.45 89.73 96.33
令和２年10月 81.63 84.61 90.32 93.70
令和２年11月 80.19 82.74 88.15 93.10
令和２年12月 79.38 81.75 87.60 97.15
令和３年１月 83.07 86.14 90.43 100.34
令和３年２月 85.78 88.67 92.72 106.53
令和３年３月 90.61 92.58 98.11 108.36
令和３年４月 94.25 101.70 99.95 117.01
令和３年５月 94.32 98.82 105.33 113.16
令和３年６月 97.46 100.87 105.09 113.91
令和３年７月 100.52 103.63 107.90 118.56
令和３年８月 103.41 106.07 110.33 118.73
令和３年９月 101.87 105.01 110.46 119.18
年 間 平 均 90.29 93.62 98.16 107.39
※前月分の価格データを集計しています。 （消費税抜き）

軽油「元売別」購入価格表（令和３年８月末現在） （単位：円／㍑）
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入会届

入会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名 主たる連絡先

３.８.24 但馬 一般
利用 ㈲近畿工業 山 本 信 次 〒668-0804

豊岡市野上1142-2
 TEL   0796-24-1498
FAX   0798-24-8055

８.25 東播 一般 ISM-VECTOR㈱ 柏 田 秀 人
〒675-1322
小野市匠台51
小野流通等業務団地10号

 TEL   0794-73-8061
FAX   0794-73-8062

９.10 神戸
中央

一般
利用 ㈱新　　桜 田 井 正 始 〒650-0046

神戸市中央区港島中町1-2-15
 TEL   078-302-0809
FAX   078-302-5777

９.13 兵庫 一般
利用 ㈲共進自動車工作所 福 永 雅 文 〒652-0815

神戸市兵庫区三川口町3-2-23
 TEL   078-576-2295
FAX   078-576-4393

退会届

退会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名

３.９.３ 明石 一般 明 舞 運 送 ㈱ 葛 原 清 次

９.８ 東播 一般 ㈲ ナ カ ヤ マ 運 輸 中 山 　 剛

９.８ 神戸
中央 一般 ㈲ タ カ ロ ジ テ ム 中 山 　 隆

９.10 東播 利用 ㈱ 京 都 ロ ジ テ ッ ク 浅 田 　 淳

９.30 神戸
中央 一般 ㈱ 三 つ 葉 屋 狩 野 義 信

変更届
会員名簿
ページ数 変更事項 旧 新

13 代表者 ㈱ 中 川 工 業 所 　
中　川　恵津子 中 川 　 恵 津 子 ・ 中 川 雅 照

108 代表者 ㈱ メ イ カ 　
藤 井 謙 二 ・ 藤 井 和 重 藤 井 謙 二

109 住所 ㈱ 吉 富 運 輸 〒675-1112
加古郡稲美町六分一1362番地 加古郡稲美町六分一1362番地67

149 会社名 ㈱ 合 通 　 ㈱ 合 通 ロ ジ

151 代表者 山陽デリバリーサービス㈱ 　
石 見 勝 也 松 岡 広 明

164 代表者 ㈱ 三 日 月 運 送 　
松 尾 佳 子 松 尾 　 拓

175 代表者 ㈱ 中 弥 技 建 工 業 　
中 村 琢 弥 中 村 　 曉

事務局からのお知らせ
下記のとおり退職者がありましたのでお知らせいたします。

人 事 異 動
一般社団法人兵庫県トラック協会

令和３年９月30日付
発　令　事　項 氏　　名 現　　　職

退　　職 熊　﨑　麗　奈 総務部係員
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兵ト協ニュース表紙写真募集について
■応募資格

（一社）兵庫県トラック協会会員事業者及びその従業員の家族。
■募集内容

●兵庫県内の風景（季節感の溢れたもの）、建築物、動植物等の写真（いずれも写真の中に特
定できる人物が写っていない）。

■応募方法

●会社名・氏名（ふりがな）・会社電話番号を明記した電子データ（CD-Rなど）で提供して
ください。

●撮影場所がわかるようにしてください。例：竹田城跡（朝来市）
■その他

●応募作品は未発表のものに限ります。
●採用する場合は表紙に撮影者の氏名と会社名を記載します。
●採用した方には粗品をさしあげます（クオカード）。
なお、応募作品は返却いたしません。

※ご応募いただいた作品の著作権ならびに所有権は（一社）兵庫県トラック協会に帰属し、
返却はいたしません。
採用者に事前に通知しませんが、粗品の発送をもってかえさせていただきます。

ご応募いただいた個人情報につきましては、採用通知、粗品送付の目的にのみ使用いたします。

会員情報だより“募集中”
～貴社の記事を掲載しませんか??～

この度、兵卜協ニュース平成30年４月号より会員事業者の記事を毎月掲載予定しています。
それに伴い、兵卜協ニュースに掲載する会員事業者を募集しております。幅広いご内容での記
事を募集予定ではありますが、以下の内容を参考としてください。

●会社概要（設立年、代表者氏名、住所、従業員数、車両数など）
●会社で力を入れていること（安全教育、採用活動、産休・育休など）
●創業時の苦労　●今後の目標
●その他（社長・社員の趣味、社員旅行などの行事）●写真
記事はA4　1/2ページ又は１ページを予定しています。

■応募宛先
〒657-0043　神戸市灘区大石東町２丁目４番27号

（一社）兵庫県トラック協会　総務部行
E-mail:hta@hyotokyo.or.jp
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“五つ星ドライバー”をつくる定期的な適性診断受診のすすめ
ティルマンら（カナダの精神科医）による事故頻発者の研究論文の中に「人は生きるように
運転する（A�man�drives�as�he� lives.）」という有名な言葉があります。運転はその人の人生その
ものをあらわすと言われ、運転にはドライバーがそれまでの人生で獲得してきたスキルや価値
観、現在の生活状況、働く職場の環境などが大きく反映されるためですが、「生きるように運転
する」ドライバーに対しどのような安全教育を実施すべきなのでしょうか。

トラック運送事業における安全教育のあり方　“五つ星ドライバーづくり”�

これまで“五つ星”の車づくりや道路づくりがすすめられてきており、その目的は一定程度達成
しつつあるなか、それに匹敵する “五つ星ドライバーづくり”という考え方があります。

では、目指すべき“五つ星ドライバー”とはどのような運転者のことを指すのでしょうか。
ケスキネン（フィンランドの交通心理学者）の発想による「運転行動の階層モデル」を用い、

以下のようにあらわすことができます。

安全運転にとって自分に何が不足しているかを理解することは、自分を安全運転者として形
成していくうえで最も大切なことと言えます。運転時の安全について自身の運転ぶりをモニター
し、自身の運転の危険に気づくことから運転行動の修正を図っていく、このような一連の作業
の基となる「自己評価技能」を身につけたドライバーこそが、 “五つ星ドライバー”と位置づけ
ることができます。

運転特性をみつめかえす定期的な適性診断受診のすすめ

そこで、レベル5 「自己評価技能」を身につける最良のツールが適性診断です。
適性診断は、受診者の運転のクセを客観的に見出して受診者に知らせるものであり、安全上

問題となる受診者のクセを理解してもらい、対策となる安全運転行動について考え、事故の未
然防止の実践につなげることがねらいです。

巡回指導における指導事項（今月のテーマ「定期的な適性診断受診のすすめ」）
� 　担当：適正化事業指導員　松井建治

適正化事業実施機関からのお知らせ

★★★★★ レベル5� 自己評価技能（�下位の4つのレベル各々について自分の長所短

所をきちんと理解する力を持ちうること）

上位が下位を支配

★★★★ レベル4 危険敢行性や感情コントロール力
★★★ レベル3  安全な運行計画力や他の車両や交通参加者からのプレッシャー

への対応能力
★★ レベル2 道路状況の把握・対応能力
★ レベル1 しっかりとした運転技能や法律の理解
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適性診断は、ドライバーの性格、安全運転態度、認知・処理機能、視覚機能など心理及び生
理の両面から運転者個人の特性を把握し、安全運転に役立つようきめ細かなアドバイスを行う
診断です。故に、運転者が自身の運転特性をみつめかえす最良の機会となります。

トラック運送事業者は、特定運転者（事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者）に対し、
国土交通大臣が認定する適性診断を受診させなければなりません。また、運行管理者は、適性
診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行うことが義務付けら
れています。

適性診断には、特定運転者にその受診が法的に義務付けられた特定診断（Ⅰ・Ⅱ）、初任診断、
適齢診断のほかに、任意で受診する一般診断（カウンセリング付き一般診断を含む）がありま
すが、国土交通省は少なくとも３年以内に１度の周期で受診するようすすめています。
一般診断 運転態度、認知・処理機能、視覚機能などについて、心理及び生理の両

面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つアドバイスを記載した適
性診断票を発行します。
加齢や生活環境の影響を受けて、運転に対する考え方や反応は変化しま
す。安全運転を継続していくうえで定期的（3年以内に1度）にこの診断
を受診してその変化を把握していくことが推奨されます。

カウンセリング付き
一般診断

通常の一般診断と夜間視力測定を受けていただき、その後専属カウンセ
ラーが、診断結果を基に事業用自動車の運転者としての自覚、事故の未
然防止のための留意点等について、フォローアップ（カウンセリング手
法を用いた助言）を行います。

適性診断の診断結果では、おおむね次のような運転特性が客観的に示されます。
適性診断項目 適性診断結果例
性　格 おおらか、イライラしがち、譲り合える、荒っぽい　等
安全運転態度 急発進・急ブレーキしがち、運転技術過信、思いやり運転　等
危険感受性 交通の状況をよくみようとする、慎重な運転をする　等
重複作業反応 すばやく正確な反応ができる、確認不足で動作に移る　等
速度見越反応 動作が先立っている、情報の確認もれが多い　等
視覚機能 動体視力を測定し評価、夜間視力を測定し評価（適齢診断）

多くの事業用自動車の運転者は、訓練や経験により自動車の運転操作をほぼ無意識に行って
いると言えます。この無意識の運転操作には、運転者ごとにいろいろなクセが身についており、
なかにはそのクセが交通安全上の問題となる場合もあります。 

適性診断の受診結果を活用し、運転者に交通安全上問題となり得る自身の運転特性を運転者

自身がみつめかえすことで、自身の長所短所をきちんと理解する力を身につけさせる。運行管

理者は、個々の運転者の運転特性をふまえた適切な指導を行い、運転者がそれを身につける支

援を行う。これこそが、“五つ星ドライバー”をつくる秘訣です。

兵庫県トラック協会の会員事業者の運転者の方であれば、助成制度の利用により協会が受診
費用を負担させていただいております。これを機に、定期的な一般診断の受診を是非ともご検
討ください。



24

月日 行事名 場所 月日 行事名 場所

９・１ 兵庫県道路利用者会議理事会・総会 兵 庫 県 10・15 就職ガイダンス    ハローワーク
伊 丹

４ 全ト協青年部会　近畿ブロック大会    ホテルグラン
ヴィア和歌山 18 安全教育用 DVD 作成小委員会 兵 ト 協

KTS 正副会長会議    ホテルグラン
ヴィア和歌山 20 兵ト協　海コン部会　役員会 兵 ト 協

８ 安全教育用 DVD 作成小委員会 兵 ト 協 三木会 兵 ト 協

10 兵ト協　環境対策小委員会 兵 ト 協 全国道路利用者会議　全国大会（～21日）    長 野 市
芸 術 館

13 初任運転者特別講習 兵 ト 協 22 整備管理者選任後研修 兵 ト 協

15 兵ト協　海コン部会　役員会 兵 ト 協 全ト協　青年部会　中国ブロック大会（オンライン）

16 陸災防　全国支部事務局長会議（オンライン） 23 全国トラックドライバーコンテスト（～25日）    安 全 運 転
中央研修所他

21 兵ト協　交通安全祈願祭・慰霊祭  生 田 神 社 29 兵ト協　正副会長会議 兵 ト 協

兵ト協　正副会長会議    生 田 神 社
会 館 兵ト協　常任理事会・総務委員会合同会議 兵 ト 協

トラック事業者のための同一労働同一賃金対応セミナー    西 部 研 修
会 館 整備管理者選任後研修（但馬）    和田山ジュピ

タ ー ホ ー ル

22 トラック事業者のための同一労働同一賃金対応セミナー 兵 ト 協 全ト協　青年部会　北陸信越ブロック大会（オンライン）

24 近ト協　幹事会 大 ト 協 －11月の予定－

天狼会定例会及び全国研修会 兵 ト 協 11・２ 知事への交付金要望活動  兵 庫 県 庁

28 兵庫労働安全衛生大会    神 戸 ポ ー ト
ピ ア ホ テ ル 飲酒運転防止セミナー 兵 ト 協

兵庫県高圧ガス大会    兵 庫 県
中央労働センター 第 51 回　物流セミナー    ANAクラウン

プラザホテル

－ 10 月の予定－ ５ 全ト協　青年部会　中部ブロック大会（オンライン）

10・５ 自民党神戸市会議員団との意見交換会   神戸市 役 所 ８ 近畿運輸局長と関係団体との懇談会   自動 車 会 館

７ 「標準的な運賃」活用セミナー（基礎編） 西部研修会館 整備管理者選任後研修 兵 ト 協

兵庫県自動車関係団体連絡会   自動 車 会 館 10 引越管理者講習 兵 ト 協

KTS 正副会長会議    ホテルボスト
ンプラザ草津 11 はい作業主任者技能講習会（～ 12 日） 兵 ト 協

８ 「標準的な運賃」活用セミナー（基礎編） 兵 ト 協 12 近畿地区物流政策懇談会　幹事会    大 阪 市 内
ホ テ ル

近ト協　理事会    ホテルグラン
ヴ ィ ア 大 阪 16 兵ト協　理事会（予定） 兵 ト 協

11 トラック運送事業者のための人材確保セミナー 兵 ト 協 整備管理者選任後研修（姫路）    姫 路 市
文 化 セ ン タ ー

12 兵青協　役員会・評議員会 兵 ト 協 18 整備管理者選任後研修（但馬）    和田山ジュピ
タ ー ホ ー ル

14 整備管理者選任後研修 兵 ト 協 19 「標準的な運賃」活用セミナー（応用編） 兵 ト 協

15 交通運輸産業政策懇談会 兵 ト 協 24 「標準的な運賃」活用セミナー（応用編）    西 部
研 修 会 館

高年齢労働者に配慮した陸運業のための労働災害防止対策セミナー 兵 ト 協




